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在留外国人数（注１）

2008年９月 いわゆるリーマン・ショック 

2011年３月 東日本大震災 

2020年 新型コロナウイルス感染症の流行

2012年７月
新しい在留管理制度の導入

1990年６月
在留資格の整備

（千人） （%）

2010年７月 
在留資格「技能実習」の創設
在留資格「留学」と「就学」の一本化

在
留
外
国
人
数

総
人
口
に
占
め
る
在
留
外
国
人
の
割
合

2017年11月
技能実習法の施行

2019年４月
「特定技能」制度の創設

0.80%

2.20%

2.46%

2022年末
307万5,213人

2021年末
276万635人

（注２）総人口は、総務省「人口推計」 （各年10月1日現在の統計）に基づく。

（注１）2011年までは法務省入国管理局（当時）「（旧）登録外国人統計」（12月末現在）に、2012年以降は出入国在留管理庁「在留外国人統計」（各年12月末現在）

2.74%

2023年末
341万992人

2024年末
376万8,977人
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在留外国人数の増加
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10年後

2014年末

総数 212万1,831人
約1.8倍

2024年末

総数 376万8,977人

永住者

918,116人

24.4%

技能実習

456,595人

12.1%

技術・人文知識・国際業務

418,706人

11.1%

留学

402,134人

10.7%

特別永住者

274,023人

7.3%

定住者

223,411人

5.9%

その他

1,075,992

28.5%

永住者

677,019人

31.9%

特別永住者

358,409人

16.9%

留学

214,525人

10.1%

技能実習

167,626人

7.9%

定住者

159,596人

7.5%

技術・人文知識・国際業務

122,794人 5.8%

その他

421,862

19.9%

※公表値

※2014年末の「技術・人文知識・国際業務」の数値は、「技術」と「人文知識・国際業務」の合計。

在留外国人の構成比（在留資格別）の変化
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10年後

在留外国人の構成比（国籍・地域別）の変化

中国

873,286人

23.2%

ベトナム

634,361人

16.8%

韓国

409,238人

10.9%

フィリピン

341,518人

9.1%

ネパール

233,043人

6.2%

ブラジル

211,907人

5.6%

インドネシア

199,824人

5.3%

ミャンマー

134,574人

3.6%

台湾

70,147人

1.9%

米国

66,111人

1.8% その他

594,968人

15.8%

中国

654,777人

30.9%

韓国

465,477人

21.9%

フィリピン

217,585人

10.3%

ブラジル

175,410人

8.3%

ベトナム

99,865人

4.2%

米国

51,256人

2.4%

ペルー

47,978人

2.3%

タイ

43,081人

2.0%

ネパール

42,346人

2.0%

台湾

40,197人

1.9%
その他

630,721人

17.5%

2014年末 2024年末

総数 212万1,831人
約1.8倍

総数 376万8,977人

※公表値



➢ 人手不足対応のため、生産性向上・国内人材確保の取組を

行ってもなお人材確保が困難な「特定産業分野」に限り、

一定の専門性・技能を有する外国人を受け入れる制度

➢ 特定技能１号（通算上限５年）、特定技能２号（上限なし）

➢ 特定産業分野：１６分野
介護、ビルクリーニング、工業製品製造業、建設、造船・舶用工業、

自動車整備、航空、宿泊、自動車運送業、鉄道、農業、漁業、
飲食料品製造業、外食業、林業、木材産業（黒字は特定技能１号のみ）

4

技能実習制度・特定技能制度

➢ 開発途上国等の外国人を受け入れ、OJTを通じて技能を移

転する国際貢献を目的とした制度

➢ 技能実習１号（１年間）, ２号（２年間）, ３号（２年間）

➢ 技能実習２号移行対象職種：９１職種１６８作業

特定技能制度

技能実習制度



410,972 

378,200 

276,123 

324,940 

404,556 

456,595

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

400,000

450,000

500,000

技能実習生

1,621 
15,663 

49,666 

130,923 

208,462 

284,466

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

特定技能外国人

（人） （人）

5

技能実習生・特定技能外国人 在留者数の推移



✓ 2040年までに1200万人の生産年齢人口が減少

✓ 技能実習生・特定技能外国人が経済社会の

重要な担い手となっている実態

✓ 近隣諸国・地域でも外国人労働者の受入れが

拡大し、人材獲得競争が激化

6

外国人材の獲得、確保がより一層重要に

外国人材の重要性・国際的な人材獲得競争

制度見直しの背景①



✓ 制度目的と実態のかい離の指摘

✓ 対象となる職種・分野の特定技能との不連続

✓ キャリアパスが不明確

✓ 労働者としての権利保障が不十分

✓ 不適正な送出し、受入れ、監理事例の存在

✓ 失踪問題、ブローカーの介入の問題
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新たな制度を構築し、外国人労働者から「選ばれる国」に

技能実習制度が抱える主な問題点

制度見直しの背景②



➢ 育成就労産業分野（育成就労制度の受入れ分野）におい

て、我が国での３年間の就労を通じて特定技能１号水準

の技能を有する人材を育成するとともに、当該分野にお

ける人材を確保する
8

育成就労制度の概要①

➢ 2024年６月21日、「出入国管理及び難民認定法及び

外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に

関する法律の一部を改正する法律」が公布

➢ 技能実習制度を抜本的に見直し、育成就労制度を創設

（2027年４月から６月までに施行）

育成就労制度の目的

育成就労制度の創設
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育成就労制度の概要②

基本方針

➢ 育成就労制度に係る基本的方針を策定（有識者の意見を聴取）

➢ 「特定技能制度及び育成就労制度の基本方針及び分野別運用方

針に関する有識者会議」設置（2024年12月17日）

➢ 2025年３月11日、「外国人材の受入れ・共生に関する関係

閣僚会議」及び閣議において、基本方針を決定（特定技能制度

の基本方針と一本化）

➢ 育成就労産業分野ごとに策定（有識者の意見を聴取）

➢ 受入れ見込数（受入れ上限として運用）、業務等に関する事項

➢ 2025年12月を目途に作成

分野別運用方針



➢ 育成就労が適正に実施されているか監理、育成就労外国人を支援

➢ 許可基準は厳格化（例：外部監査人の設置等）

➢ 技能実習制度の監理団体も監理支援機関の許可を受けなければ

監理支援事業を行うこと不可（法務大臣・厚生労働大臣が許可）

育成就労計画の認定制度

➢ 育成就労外国人ごとに「育成就労計画」を作成

➢ 育成就労の期間（３年以内）、育成就労の目標（業務、技能、

日本語能力等）、内容等を記載

➢ 「外国人育成就労機構（※）」が認定 ※外国人技能実習機構を改組

監理支援機関の許可制度
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育成就労制度の概要③



適正な送出し
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育成就労制度の概要④

受入環境整備の取組等

➢ 本人意向による転籍を一定要件の下で認めることなどによ

り、労働者としての権利保護を適切に図る

➢ 地域協議会を組織することなどにより、地域の受入環境整

備を促進

➢ 送出国と二国間取決め（ＭＯＣ）を作成

➢ 送出機関に支払う手数料が不当に高額にならない仕組みの

導入など、送出しの適正性を確保



➢ 送出機関が外国人から高額な費用を徴収する例

➢ 技能実習生が渡航前に多額の借金を背負わされる例

➢ 送出機関が監理団体等にキックバックなど不適切な金銭

の供与を行う例

現行制度における送出しにおける課題

➢ 外国人が送出機関に支払う費用に上限を設定し、外国人

が高額な借金を背負うことを防止

➢ 送出機関が徴収する費用を透明化（費用の情報公開）

➢ 送出機関が監理支援機関等へキックバック、供応等によ

り不正に金銭の供与等を行わないことを要件化

➢ 新たにMOCを作成し、原則MOCを作成した国からのみ

受入れ、悪質な送出機関を排除

育成就労制度における検討の方向性

送出しの適正化に向けた方策
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参考資料



育成就労

現行制度 見直し後

５
年

２
年

制
限
な
し

２
年

１
年

５
年

制
限
な
し

３
年

特定技能２号

技能実習２号

技能実習１号

技能実習
３号

特定技能１号

特定技能２号

特定技能１号

・対象となる職
種・分野の不一致
・職種の細分化
・「帰国」が制度
上の原則

・転籍の制限
・失踪問題等 ・転籍の制限緩和

・ブローカー対策等
を適切に実施

・対象となる職種 ・
分野が原則一致
・業務を拡大、特定
技能１号水準の人材
を育成
・地域に根付き共生
できる制度に
→ 長期間産業を支
える人材を確保

・キャリアアップの道筋を明確化
・労働者として適切に権利保護
・関係機関の要件等を適正化
→ 魅力ある制度で「選ば
れる国」へ

・キャリアパスが不明瞭
・労働者として権利保護
不十分
・不適正な送出／受入れ
／監理事例

制度見直しのイメージ図
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（注１）特定技能１号の試験不合格となった者には再受験のための最長１年の在留継続を認める。

（注２）育成就労制度の受入れ対象分野は特定技能制度と原則一致させるが、特定技能の受入れ対象分野でありつつも、国内での
育成になじまない分野については、育成就労の対象外。

高技能レベル

（就労開始までに）
○ 日本語能力A１
相当以上の試験
（日本語能力試験
（ＪＬＰＴ）のＮ
５等）合格

or
○ それに相当する
日本語講習の受講

受入れの範囲：育成就労産業分野

（注２）

○ 技能検定基礎級等
＋

○ 日本語試験（A１相当以上の水
準から特定技能１号移行時に必要
となる日本語能力の水準までの範
囲内で各分野ごとに設定）

⇒これらの試験への合格が
本人意向の転籍の条件

○ 技能検定試験３級や特定技能１号評価試験
＋

○ 日本語能力Ａ２相当以上の試験(ＪＬＰＴ
のＮ４等)

※ 育成就労を経ずに外国で試験を受験して
特定技能１号で入国することも可。

○ 特定技能２号評価試験
＋

○ 日本語能力Ｂ１相当
以上の試験（ＪＬＰＴの
Ｎ３等）

育成就労
（３年間）

特定技能１号
（５年間）

特定技能２号
（制限なし）

（注１）
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育成就労制度及び特定技能制度のイメージ



ご静聴ありがとうございました。
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